431　協同組合・商工組合に対する解散命令1

解散命令公告
○○県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和○年○月○日　（※①）
○○県知事　○○　○○　
　　　　　　　　　　記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地並びに主務大臣
○○○○○○○協同組合　　○○○○大臣
○○県○○市○○○○○○○○○○○○
教示
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、上記右欄の主務大臣に対して審査請求をすることができる。

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
[bookmark: _GoBack]・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
栃木県・官報サービスセンター https://www.tochigi09.com/ 電話　028-651-0050　Fax　028-651-0051
